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甲突川左岸緑地における賑わい創出イベントの実施事業者の募集に係る 

企画提案競技実施要領 

 

１ 実施提案を求めるイベントの目的 

甲突川左岸緑地において、“食の魅力活用”と“ナイトタイムエコノミー推進”をテーマとする定

期イベントを実施することで、賑わいを創出するとともに、天文館や鹿児島中央駅等周辺エリアと

の回遊性向上につなげる。 

 

２ 実施提案を求めるイベントの概要 

(1) イベント実施場所 

①所在地 

甲突川左岸緑地（鹿児島市加治屋町３） 

②実施エリア 

 高見橋～戦災復興記念碑まで(右図赤色部分） 

(2) イベントの実施期間等 

①実施期間 

令和８年５月１日～令和９年３月２０日まで、 

毎月実施（２０日間程度） 

②営業時間 

ア ５月、６月及び１１月から翌年３月まで 

・１６時から２１時までを営業可能時間とする。 

・閉店後の片付け作業については、２２時までに完了すること。 

イ ７月から１０月まで 

・１６時から２２時までを営業可能時間とする。 

・閉店後の片付け作業については、２３時までに完了すること。 

※営業時間について 

 ・甲突川左岸緑地においては、これまで「２１時閉店、２２時までに撤去完了」のルールで

の商行為実施を認めていたが、今回、試験的に営業可能時間の延長を行うもの。 

 ・特に２１時以降の営業については、近隣住民等への影響がないよう、音や照明等の取扱い

に十分留意すること。 

 ・営業時間の取扱いについては、期間中に変更となる可能性があることに留意し、観光戦略

推進課や公園管理者からの指示がある場合には、これに従うこと。 

(3) イベント内容に関する条件 

①本市の観光資源のひとつである“食の魅力”を活用したイベントであること。 

②ナイトタイムエコノミー※推進に資するイベントであること。 

※夜間（一般的には、日没から日の出まで）の経済活動のこと。夜間の様々な活動を通じて、地

域の魅力や文化を発信し、消費拡大などにつなげる考え方 

③公園内の通路や休憩スペース等の確保に留意し、イベント来訪客以外の、一般の市民等による

公園利用に配慮したイベントであること。 

④イベント内容が次に該当しないこと。 

ア 法令や公序良俗に反する又は反するおそれがある。 

イ 政治的宗教的な要素を含む。 

ウ 騒音等を発生させ、公園及び周囲の良好な環境を保てなくなる恐れがある。 

 (4) イベント実施に係る公園使用料 

１平方メートル１日につき１０６円（市公園条例別表第２） 
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（内訳） 

・仮設店舗等の占用に対して、１平方メートル１日につき６円 

・商行為による公園使用に対して、１平方メートル１日につき１００円 

例）面積１０㎡の仮設店舗３店で２０日間占用（設営日・撤去日含む）する場合 

→ １０㎡×３店×１０６円×２０日間＝６３，６００円 

※公園使用料については、事業計画やレイアウト図等を基に個別に計算し算出する。 

本件に係る公園使用料の目安を確認したい場合は、観光戦略推進課まで問い合わせること。 

※公園使用料は占用期間に対して前納することとし、一度納めた公園使用料は返還しない。 

(5) 留意事項 

①公園占用許可条件(別紙１)の内容について、事前に確認を行うこと。 

②公園内に電源はないため、必要な場合は実施事業者側で準備すること。また、事業者側で仮設電

源の設置等を希望する場合は事前の協議が必要となるので、観光戦略推進課まで問い合わせる

こと。 

③給排水設備はないため、必要な場合は実施事業者側で準備することとし、公園からの給水や公

園及びその周辺への排水は行わないこと。 

④ごみ（汁物処分含む）は分別して回収し、自己の責任で処分業者へ依頼し、廃棄すること。 

⑤公園内トイレの清掃は、公園管理者が定期的に実施していますが、それ以上の清掃は必要に応

じて実施事業者側で行うこと。 

⑥公園施設・樹木等を傷つけないよう注意し、必要に応じて養生すること。 

⑦音の出る行為や照明の設置は、近隣等への迷惑とならないよう、十分に配慮すること。（苦情等

の状況によっては、改善を指示する場合もあります。） 

⑧火気を使用する際は、事前に所管の消防署への申請・協議を行い、その指導に従うこと。 

⑨イベント実施にあたって必要な各種許認可手続き（飲食提供に係る保健所への申請・協議等）に

ついては、実施事業者の責任において、事業開始までに完了させること。 

⑩実施エリア周辺で計画中の「加治屋町 1 番街区市街地再開発事業」や「甲突川千本桜プロジェ

クト」等に係る工事等の兼ね合いで、イベント実施時期について調整を依頼する可能性がある

こと。 

⑪「西郷隆盛生誕２００年・没後１５０年記念プロジェクト」等、市が実施する取組との連携につ

いても考慮すること。 

⑫イベントの実施に要する経費は全て実施事業者が負担し、市は負担しない。 

 

３ 企画書の提出 

企画書には、以下の項目について、遺漏なく詳細を記載すること。 

(1) 実施するイベントの内容 

①イベント名 

②イベントのコンセプト 

 イベントのコンセプトについて具体的に記載するとともに、イベントの実施によって「賑わい

創出」や「天文館や鹿児島中央駅島周辺エリアとの回遊性向上」がどのように図られるか、考えを

記載すること。 

③イベント実施内容 

・イベントの実施内容について、具体的に記載すること。 

 ・営業タイムスケジュール（準備・片付け含む）について、具体的に記載すること。 

④“食の魅力”の活用と“ナイトタイムエコノミー推進”に関する工夫点 

 “食の魅力”の活用に関する工夫点、夜間の営業ならではの工夫点や、周辺エリアとの回遊性向

上につながる取組案等について、具体的に記載すること。 
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⑤会場レイアウト図 

 ・イベントへの来場者のみでなく、一般の市民等による公園利用にも配慮したレイアウトとす

ること。（通路や休憩スペースの確保等） 

 ・現地の確認・実測等を行う場合は、公園利用者及び周辺住民等に配慮のうえ実施すること。 

 ※参考資料 イベント実施場所周辺図（別紙２） 

(2) 年間の実施スケジュール 

令和８年５月１日～令和９年３月２０日まで、月ごとのイベント開催スケジュールを記載する

こと。 

(3) 実施体制 

・各従事者の氏名・経歴・役割分担等を記載すること。 

・複数事業者による共同での実施の場合は、各事業者の役割分担等を記載すること。 

・実施体制については、指揮・連携体制が明確になるようツリー構造で記載することとし、責任者

を明記すること。 

(4) イベント実施に係る実績見込 

  イベント会期ごとに、以下の見込を記載すること。 

 ①来場者数見込 

 ②イベント全体での売上見込 

 (5) 情報発信計画 

   情報発信の手段、方針等について記載すること。 

 

４ 企画書の留意事項 

 (1) 形式 

   Ａ４版、縦、横書き、カラー 

    ※両面・片面の制限なし、ページ数は最大１２ページまで 

    ※書類はステープルや製本テープで留めず、クリップ留めで提出 

  ※企画書の表紙に、宛名「鹿児島市長」、タイトル「甲突川左岸緑地における賑わい創出イベ

ント企画書」、提出年月日を記載 

 (2) 企画案数 

   提出事業者１者につき１案 

 (3) 提出部数 

   正本１部、副本１０部 

    ※副本には、企業名、所在地、社章、写真、画像等の企業名が分かるものは記載しない。 

 (4) 提出期限 

   令和８年３月３０日（月）１６時３０分まで（必着） 

 (5) 提出先 

   〒８９２－８６７７ 

   鹿児島市山下町１１番１号 

   鹿児島市観光戦略推進課戦略係（みなと大通り別館３階） 

   電話 ０９９-２１６-１５１０ 

   電子メールアドレス kan-senryaku@city.kagoshima.lg.jp 

 (6) 提出方法 

   直接持参又は郵送（電子メール及びファックスによる申込みは、受け付けないものとする。） 

    ※土・日曜日及び祝日を除く午前８時４５分から午後４時３０分まで（正午から午後１時ま

での時間を除く。） 
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５ 企画書の選定 

(1) 企画書提出後、選定委員会（書類審査）で選定し、各提出事業者にその結果を通知する。なお、

選定委員会が一定の基準に達しないと判断した場合、全ての企画を採用しないことがある。 

(2) 選定委員会において、３(1)～(5)の内容に対し妥当性などの優劣を審査する。 

(3) 選定結果に異議申立ては一切認めない。 

(4) 選定された事業者は、観光戦略推進課と速やかに協議を実施し、企画案に関する必要な修正に

ついては必ず応じること。 

 

６ 甲突川左岸緑地の公園占用許可手続き 

選定委員会で選定された事業者は、観光戦略推進課との協議後、甲突川左岸緑地の使用に係る公

園占用許可申請書を提出すること。 

 

７ 企画提案競技日程 

以下の日程で行うこととする。 

なお、予定とあるものはおおむねの日程を示すものである。 

内  容 日  時 

(1) 告示 令和８年３月９日（月） 

(2) 質問受付期限 令和８年３月１３日（金）正午 

(3) 質問回答 令和８年３月１８日（水）（予定） 

(4) 参加申込書提出期限 令和８年３月１９日（木）午後４時３０分 

(5) 参加資格決定通知 令和８年３月２４日（火）（予定） 

(6) 企画書提出期限 令和８年３月３０日（月）午後４時３０分 

(7) 書類審査 令和８年４月６日（月）（予定） 

(8) 選定結果通知 令和８年４月上旬（予定） 

 

８ 質問の受付及び回答 

(1) 募集要項に関して質問がある場合には、質問書（様式５）に質問事項を記載し、電子メールで

提出すること。 

①受付期間及び受付時間 

公告の日から令和８年３月１３日（金）正午まで（期限厳守） 

②受付電子メールアドレス 

kan-senryaku@city.kagoshima.lg.jp 

件名は、「企画提案競技に関する質問」とすること。 

(2) (1)に対する回答は、令和８年３月１８日（水）までに、質問者へ電子メールで回答するととも

に、質問者名等を伏せた形で市ホームページに掲載する予定である。 

 

９ 無効となる提案 

(1) 企画提案競技に参加する資格が認められない者の行ったもの 

(2) 本実施要領に違反しているもの又は適合しないもの 

(3) 提出書類に虚偽の内容が記載されているもの 

(4) その他、審査や評価の公平さに影響を与える行為があったと認められる者の行ったもの 
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１０ その他留意事項 

(1) 提出期限までに提出書類が提出されなかった場合は、参加資格を失う。 

(2) 提出書類の作成及び提出など、企画提案競技に係る一切の費用は、提案者の負担とする。 

(3) 提出された資料は、返却しない。 

(4) 鹿児島市は提出された資料について、業者の選定以外に提案者に無断で使用しない。 

(5) 提出された資料について、鹿児島市情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、不開示情

報を除いた情報を公開することがある。 

(6) 提出期限以降における提出書類の差替え及び再提出は認めない。 

(7) 審査書類提出から企画書の選定までの間に、参加資格要件に該当しなくなった場合は、失格と

する。 

(8) 企画提案競技において虚偽又は不正があったと鹿児島市が認めた場合は、失格とする。  
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別 紙 １ 
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イベント実施場所周辺図 

※あくまで「参考資料」として提示するものであることに留意し、現況の確認や実測等については、

公園利用者及び周辺住民等に配慮のうえ、本企画提案競技参加者の責任において実施すること。 

 

 

別 紙 ２ 

戦災復興
記念碑

イベント実施エリア


